
資 料 １

東毛交通圏タクシー準特定地域協議会

設置要綱の一部改正について設置要綱の一部改正について
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東毛交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱新旧対照表

改正案 現 行

東毛交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱 東毛交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱

制 定 平成２１年１１月 ９日 制 定 平成２１年１１月 ９日

一部改正 平成２３年 ７月２２日 一部改正 平成２３年 ７月２２日

一部改正 平成２４年１２月 ５日 一部改正 平成２４年１２月 ５日

一部改正 平成２６年 １月２４日 一部改正 平成２６年 １月２４日

一部改正 平成２６年 ３月 ５日 一部改正 平成２６年 ３月 ５日

一部改正 平成 年 月 日

（目的） （目的）

第１条 東毛交通圏タクシー準特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、特定地域及 第１条 東毛交通圏タクシー準特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、特定地域及

び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置 び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置

法（平成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、東毛交通圏（以下 法（平成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、東毛交通圏（以下

「準特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心として、当該準特定地域の一般 「準特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心として、当該準特定地域の一般

乗用旅客自動車運送事業（法第２条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下 乗用旅客自動車運送事業（法第２条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下

「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進することにより、一般乗用旅客自 「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進することにより、一般乗用旅客自

動車運送（以下「タクシー」という。）が、地域公共交通としての機能を十分に発揮でき 動車運送（以下「タクシー」という。）が、地域公共交通としての機能を十分に発揮でき

るようにするために必要となる準特定地域計画の作成等を行うために設置するものとす るようにするために必要となる準特定地域計画の作成等を行うために設置するものとす

る。 る。

（定義） （定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。 第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。 ２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。

３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の組 ３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の組

織する団体をいう。 織する団体をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。 ４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。

５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は組 ５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は組

織の代表者をいう。 織の代表者をいう。

６ この要綱において「バス事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３ ６ この要綱において「バス事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３

条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。 条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

（実施事項） （実施事項）
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第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。 第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 準特定地域計画の作成 (1) 準特定地域計画の作成

(2) 次に掲げる準特定地域計画の実施に係る連絡調整 (2) 次に掲げる準特定地域計画の実施に係る連絡調整

① 準特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該 ① 準特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該

事業の関係者の招集 事業の関係者の招集

② 準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な ② 準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な

協力の要請 協力の要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める準特定地域計画の実施に係る連 ③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める準特定地域計画の実施に係る連

絡調整 絡調整

(3) 準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げ (3) 準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げ

る事項の協議 る事項の協議

① 協議会の運営方法 ① 協議会の運営方法

② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項 ② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項

（協議会の構成員） （協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、以下(1)から(8)の種別毎に次に掲げる者とし、任期は平成２９ 第４条 協議会の構成員は、以下(1)から(8)の種別毎に次に掲げる者とし、任期は平成２９

年１月２６日までとする。 年１月２６日までとする。

（注） (1)～(4)は、法第８条第１項に規定する構成員、(5)～(7)は、同第２項に規定す （注） (1)～(4)は、法第８条第１項に規定する構成員、(5)～(7)は、同第２項に規定す

る構成員。 る構成員。

(1) 関係地方公共団体の長 (1) 関係地方公共団体の長

①群馬県知事又はその指名する者 ①群馬県知事又はその指名する者

②群馬県太田市長又はその指名する者 ②群馬県太田市長又はその指名する者

③群馬県桐生市長又はその指名する者 ③群馬県桐生市長又はその指名する者

(2) タクシー事業者等 (2) タクシー事業者等

①一般社団法人群馬県タクシー協会長 ①群馬県ハイヤー協会長

②一般社団法人群馬県タクシー協会館林地区会長 ②群馬県ハイヤー協会館林地区会長

③一般社団法人群馬県タクシー協会太田地区会長 ③群馬県ハイヤー協会太田地区会長

④一般社団法人群馬県タクシー協会桐生地区会長 ④群馬県ハイヤー協会桐生地区会長

(3) 労働組合等 (3) 労働組合等

①全自交群馬地方連合会 執行委員長 ①全自交群馬地方連合会 執行委員長

②全国交通運輸労働組合総連合群馬県支部 副委員長 ②全国交通運輸労働組合総連合群馬県支部 副委員長

(4) 地域住民の代表 (4) 地域住民の代表

①津久井 靖 （食とみどり、水を守る群馬県民会議） ①高瀬 増男 （太田市在住：食とみどり、水を守る群馬県民会議）

②上野 ひさ （群馬県退職女性教職員の会） ②上野 ひさ （桐生市在住：群馬県退職女性教職員の会）

(5) 学識経験者 (5) 学識経験者

①大島登志彦（高崎経済大学経済学部教授） ①大島登志彦（高崎経済大学経済学部教授）

(6) その他タクシー事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者 (6) その他タクシー事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者

①東日本旅客鉄道株式会社高崎支社長又はその指名する者 ①東日本旅客鉄道株式会社高崎支社長又はその指名する者

②東武鉄道株式会社経営企画部課長又はその指名する者 ②東武鉄道株式会社経営企画部課長又はその指名する者
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③一般社団法人群馬県バス協会長又はその指名する者 ③一般社団法人群馬県バス協会長又はその指名する者

(7) その他協議会が必要と認める者 (7) その他協議会が必要と認める者

①群馬県警察本部交通部交通規制課長又はその指名する者 ①群馬県警察本部交通部交通規制課長又はその指名する者

②群馬労働局労働基準部監督課長又はその指名する者 ②群馬労働局労働基準部監督課長又はその指名する者

２ 協議会は、前項の(1)～(4)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退することができ ２ 協議会は、前項の(1)～(4)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退することができ
るものとし、かつ、前項の(5)～(7)の区分に掲げる者が任意に脱退できるものとする。 るものとし、かつ、前項の(5)～(7)の区分に掲げる者が任意に脱退できるものとする。

３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、事務局長に申し出をするものとす ３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、事務局長に申し出をするものとす

る。 る。

ただし、第５条第１４項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、協議会 ただし、第５条第１７項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、協議会

開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成員として参画でき 開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成員として参画でき

るものとする。 るものとする。

４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表形式等によ ４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表形式等によ

り示すものとする。 り示すものとする。

（協議会の運営） （協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。 第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。 ２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は平成２９年１月２６日までとする。 ３ 会長の任期は平成２９年１月２６日までとする。

４ 会長に事故等がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 ４ 会長に事故等がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

５ 協議会には事務局を設置する。 ５ 協議会には事務局を設置する。

６ 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。 ６ 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。

７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。 ７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

８ 事務局長の任期は平成２９年１月２６日までとする。 ８ 事務局長の任期は平成２９年１月２６日までとする。

９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の15％を上限として会長 ９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の15％を上限として会長

が割り振るものとする。 が割り振るものとする。

10 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。10 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 会長の選出を議決する場合 第４条第１項(2)及び(3)に掲げる構成員はその区分毎 (1) 会長の選出を議決する場合 第４条第１項(2)及び(3)に掲げる構成員はその区分毎

に１個の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を与えるものとし、 に１個の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を与えるものとし、議

議決権の過半数に当たる多数をもって行う。 決権の過半数に当たる多数をもって行う。

(2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 (2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 関係地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意すること。 ① 関係地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意すること。

② 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が準特定地域内の営業所 ② 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が準特定地域内の営業所

に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者 に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者

が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であ が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であ

ること。 ること。

③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっているタ ③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっているタ

クシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、 クシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、

協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が当 協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が当

該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であるこ 該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であるこ
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と。 と。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。 ④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意すること。 ⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意すること。

(3) 準特定地域計画の作成及び変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすこと (3) 準特定地域計画の作成及び変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすこと

をもって行う。 をもって行う。

① (2)①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。 ① (2)①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。

② 準特定地域計画に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置する ② 準特定地域計画に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置する

タクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営業所に配置されるタクシー タクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営業所に配置されるタクシー

車両の総台数の過半数であること。 車両の総台数の過半数であること。

③ 準特定地域協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。 ③ 準特定地域協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。

④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過半 ④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過半

数が合意すること。 数が合意すること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち準特定地域計画に定められ ⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち準特定地域計画に定められ

た事業の実施主体とされたものが合意すること。 た事業の実施主体とされたものが合意すること。

(4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合、次に掲げる要件を全て満たすことをもって (4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合、次に掲げる要件を全て満たすことをもって

行う。 行う。

① 会長及び事務局長が合意すること。 ① 会長及び事務局長が合意すること。

② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台 ② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台

数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所 数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所

に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。 に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

③ ①及び②以外の構成員において、第4条第1項 (3)に掲げる構成員はその区分 ③ ①及び②以外の構成員において、第4条第1項 (3)に掲げる構成員はその区分

毎に1個の議決権を、その他の構成員については、各自1個の議決権を与えるもの 毎に1個の議決権を、その他の構成員については、各自1個の議決権を与えるもの

とし、過半数が合意すること。 とし、過半数が合意すること。

11 協議会は、準特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。 11 協議会は、準特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。

12 前項に掲げるもののほか、会長は必要に応じて、協議会を開催することができるものと 12 前項に掲げるもののほか、会長は必要に応じて、協議会を開催することができるものと

し、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものとするが、 し、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものとするが、

協議会開催の是非は会長が決めるものとする。 協議会開催の是非は会長が決めるものとする。

13 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議決 13 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議決

事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。 事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

14 会長は、協議会を開催するにあたり、原則として協議会開催日の４５日前までにその旨 14 会長は、協議会を開催するにあたり、原則として協議会開催日の４５日前までにその旨

を公表するものとする。 を公表するものとする。

15 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。また、必 15 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。また、必

要に応じて代理出席を認めることができるものとする。 要に応じて代理出席を認めることができるものとする。

16 会長は、次に掲げる事項に限り、やむを得ない事由により協議会を開催する余裕のない 16 会長は、次に掲げる事項に限り、やむを得ない事由により協議会を開催する余裕のない

場合においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送付し、その意見の聴取及び賛否 場合においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送付し、その意見の聴取及び賛否

を確認し、その結果をもって協議会の決議に代えることができる。 を確認し、その結果をもって協議会の決議に代えることができる。

なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「３０日前」と なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「３０日前」と

あるのは「３日前」とし、第５条１３項中の「４５日前」とあるのは「１０日前」とする。 あるのは「３日前」とし、第５条１３項中の「４５日前」とあるのは「１０日前」とする。
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(1) 新規許可、営業区域の設定又は増車に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決 (1) 新規許可、営業区域の設定又は増車に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決

(2) 公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決 (2) 公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決

（その他） （その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会 第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会

に諮り定める。 に諮り定める。



資 料 ２

タクシー事業の現状について



◆ 新規参入：許 可 制

◆ 増 車：認 可 制

◆ 公定幅運賃（下限割れには変更命令）

◆ 新規参入・増車 ： 禁 止

◆ 強制力ある供給削減措置

◆ 公定幅運賃（下限割れには変更命令）

事業者計画

特定地域（大臣指定・運審諮問）

営業方法による
削減の申出

準特定地域（大臣指定）

独禁法適用除外

新旧

◆ 新規参入：許 可 制

◆ 増 車：認 可 制

◆ 自動認可運賃（下限割れには厳正な審査）

特 定 地 域 （ 大 臣 指 定 ）

地域計画

独禁法適用 協議会

地域計画

ਉ

ಋ

◆ 新規参入：許 可 制

◆ 増 車：届 出 制

◆ 自動認可運賃（下限割れには厳正な審査）

ਉ

ಋ

◆ 新規参入：許 可 制

◆ 増 車：届 出 制

◆ 自動認可運賃（下限割れには厳正な審査）

活性化事業計画

協議会

新規参入・
増車への意見

地域計画

認
可

認
定

協議会
認
可

特 措 法

特定事業計画
認
定

全てのインサイ
ダー事業者が事
業者計画の認可

期間３年 期間３年期間３年

事業者 事業者事業者

独禁法適用

１．タクシー｢サービス向上｣「安心利用」推進法による制度改正のポイント

事業者計画

アウトサイダー
事業者

新規参入の許可
増車の認可

（自主的な需要活性化策と
併せて供給削減措置を実施）

全国 指定地域
（政令で指定）

特定指定地域
（政令で指定）

― 登録制
〔講習〕

登録制
〔試験〕

国

タ ク 特 法

道 路 運 送 法 ◆ 過労運転防止措置の義務付け
過労運転の防止に関する規定を省令から法律に引き上げ

◆ 事業者に対する適正化事業の実施
貨物自動車運送事業法と同主旨の規定を整備

―

営業方法による削減の
勧告・命令

活性化事業計画

事業者 国

可 定特定事業計画 定 ダー事業者が事
業者計画の認可
を受けることが
必須

全国 指定地域
（告示で指定）

特定指定地域
（告示で指定）

登録制
〔試験〕

登録制
〔試験〕

登録制
〔講習〕

意見聴取

※指定事由がなくなったと認める
ときは指定期間に関わらず解除

※指定事由がなくなったと認める
ときは指定期間に関わらず解除

※指定事由がなくなったと認める
ときは指定期間に関わらず解除

（自主的な需要活性化策と
供給削減措置を実施）

（自主的な需要活性化策と
併せて供給削減措置を実施）

1



２．改正特措法施行後の県内のタクシー業界の状況

【東毛交通圏】

基準日：H26.1.27

事業者数： １４者
車両数：３５７両

H27.4.30現在

事業者数：１３者 車両数：３２４両
（基準日からの減車率：９．２％）

実働率（９０％） 実働率（８０％）

適正車両 ２４８ ２９４

H27.4.30現在の車両数との差 ７６ ３０
2



３．車両台数と総需要量、総供給量、日車営収の推移

東毛交通圏 ※数値は県内に営業所を有する事業者のデータを集計（福祉車両は除く）
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４．各種指標の比較 （東毛交通圏）

①輸送人員の推移 ※数値は県内に営業所を有する事業者のデータを集計（福祉車両は除く）

（千人）

234

224 224 228

237

214
220

213

253

212
208

220

220

230
230

250

270

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

4

212
208220

213

205

218 221

195

200

194

192

169

190
185

180
176

188
182

168
175

165

206

172

156

182

162 167
164

180 175

163

169

156

194

159

148
139

143
150

156

165
166

152 157

158

189

158
149

168

158
157

156 157
165

146

153 150

178

150

139

159
153 154

136
141

146

127

136
132

160

132

123

142
135 136 135 135

143

125

138

128

164

130

118

132

110

130

150

170

190

210

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月



22,491 

21,192 

21,819 22,056 
22,449 

21,078 20,633 

25,559 

20,684 20,488 

21,691 

21,573 

23,029 

22,265 

21,120 

22,000 

24,000 

26,000 

（万円）
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

②営業収入の推移 ※数値は県内に営業所を有する事業者のデータを集計（福祉車両は除く）

４．各種指標の比較 （東毛交通圏）

20,286 

20,633 
20,684 20,488 

21,330 

20,639 
20,422 

21,573 

21,209 

19,155 
20,092 

19,085 
18,690 

16,493 

18,510 

17,888 

16,805 
17,003 

18,574 

17,124 

16,267 

18,244 

17,477 

18,019 

16,675 

19,430 

18,837 

17,257 17,432 

19,225 

17,856 

17,131 17,716 

16,753 

21,120 

16,763 

15,837 

16,988 

15,990 
15,861 

16,930 

17,723 
17,315 

16,361 

16,694 16,576 

20,563 

16,870 

16,240 

18,322 
16,843 

16,486 
16,970 

16,955 
17,127 

16,027 

16,696 
16,347 

19,761 

16,000 

15,066 

17,360 

16,395 
15,995 16,193 

16,935 17,058 

15,457 

16158 16053 

19479 

16173 

15470 

17104 
16677 

16353 16143 
16705 

17013 

15625 
16165 

15810 

19371 

15746 

14509 

16317 

14,000 

16,000 

18,000 

20,000 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
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４．各種指標の比較 （東毛交通圏）

③日車営収の推移

（円）

※数値は県内に営業所を有する事業者のデータを集計（福祉車両は除く）

24,901 

23,420 23,342 
24,401 

22,646 22,444 

26,417 

22,916 
23,610 23,179 

22,512 23,314 
23,814 

23,854 

24,288 24,741 

26196 

24621 

23959 23934 23814 23779 

25167 

23310 
23932 

27512 

23988 

23299 
23852 

25,000 

27,000 

29,000 

（円） 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

6

22,629 

22,646 

22,288 
22,444 

23,782 

22,653 

22,960 

21,307 
21,280 21,374 

23,814 

20,868 

19,833 

20,216 
19,880 

18,942 

18,976 

19,977 

19,039 

18,242 

19,645 

19,978 

23,479 

20,601 
20,611 

21,591 

21,599 

19,883 

20,253 

21,696 

20,791 

20,107 

20,386 
20,221 

20,351 

21,138 

20,669 

19,356 18,991 

20,373 

21,314 21,146 

20,497 

20,501 
20,977 

21,346 

21,071 

22,123 

21,503 
20,546 

21,662 

21,204 

21,899 

21,214 21,450 
21,735 21,598 21,753 

22,866 

22236 

21361 

22222 22283 

22940 

21887 21841 

22693 
22944 

23215 23113 23310 23299 

15,000 

17,000 

19,000 

21,000 

23,000 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月



77.1 

70.4 

72.2 
72.4 

75.8 

70.9 70.3 
71.0 

81.8 

70.8 

73.2 

71.6 

73.0 
72.1 

73.3 

69.4 

74.0 

71.6 

77.9 

70.0 

75.0 

80.0 

85.0 

（ｋｍ）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

④日車実車キロの推移 ※数値は県内に営業所を有する事業者のデータを集計（福祉車両は除く）

４．各種指標の比較 （東毛交通圏）

69.9 
70.4 71.2 

67.6 66.9 

68.0 

64.3 

61.9 
62.8 

61.2 

58.1 

58.4 

61.2 

58.6 

56.5 56.8 

57.5 

65.3 

57.7 
58.1 

60.7 

61.2 

56.0 

56.9 

60.6 58.4 

56.9 
57.5 

57.2 

66.9 

57.5 58.0 58.6 

55.3 54.6 

58.4 

61.1 
60.5 

58.3 56.8 

60.9 

69.4 

60.8 
60.0 

62.9 

60.9 

57.2 

60.4 

58.5 

60.9 

58.5 

58.9 

60.6 

68.2 

59.8 
60.5 

65.3 

63.8 

61.5 

63.3 63.3 
64.7 

63.1 62.6 

64.3 
63.2 

68.9 68.9 

67.5 
66.1 

68.1 68.2 

66.0 66.1 

68.7 68.9 

66.7 
68.3 

50.0 

55.0 

60.0 

65.0 

70.0 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
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４．各種指標の比較 （東毛交通圏）

⑤実働率の推移 ※数値は県内に営業所を有する事業者のデータを集計（福祉車両は除く）

71.8 
73.1 

70.4 70.0 

70.8 

72.2 

74.8 

71.6 

71.7 
73.2 

71.2 

73.3 

73.9 

71.6 

74.3 
74.9 

72.9 

76.7 

71.2 

73.4 74.0 

74.7 

72.0 

73.9 

73.7 72.1 
73.4 72.6 

71.4 

73.8 

71.5 

73.4 

71.8 

73.9 

71.6 71.5 

70.6 

73.3 
72.6 

71.0 71.0 72.0 

74.0 

76.0 

78.0 

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

8

67.9 68.6 

70.0 

69.1 

67.3 

68.4 

70.2 

68.3 
69.4 

70.4 69.7 
68.9 

70.0 

68.9 

70.8 71.0 69.2 
71.2 

68.7 

70.4 
70.8 70.6 

68.5 

71.4 70.3 
70.5 68.9 68.8 

68.4 68.3 

70.2 

65.1 

67.4 
66.7 

67.5 

66.5 
67.1 

67.7 

66.4 

65.2 

66.2 
65.7 

66.8 

63.3 

62.5 

64.1 
64.8 

63.5 63.1 

64.0 

61.6 

63.7 63.8 

62.9 

65.0 

60.8 

64.1 

65.0 

60.0 

62.0 

64.0 

66.0 

68.0 

70.0 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月



51.9 

51.1 

50.7 

51.1 

51.6 

51.0 50.9 
50.8 

52.0 

51.0 51.2 51.1 

50.7 

50.9 
51.0 

51.1 

51.0 

52.0 

53.0 

（％）
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

⑥実車率の推移 ※数値は県内に営業所を有する事業者のデータを集計（福祉車両は除く）

４．各種指標の比較 （東毛交通圏）

50.9 50.7 50.9 
51.0 

50.2 50.5 50.6 50.4 

49.5 
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５．乗務員数及び平均年齢の推移

（人） （歳）
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６．タクシー乗務員の平均年収の推移

（千円）
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７．タクシー乗務員の平均労働時間（月間）の推移

（時間）
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７．苦情件数の推移
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改正特措法施行後１年間の取組み

状況について

資 料 ３

状況について



今後の取組みの方向性（今後の取組みの方向性（H26.3.5H26.3.5協議会での今後の方向性）協議会での今後の方向性）

○ 地域計画の目標への主な取組み（中・西毛交通圏、東毛交通圏）
①タクシーサービスの活性化と良質なサービスが選ばれる環境づくり
・個人需要等の掘り起こしに向けた取組み
（ＵＤタクシーの導入・促進、運転者に対しての接遇や事故防止講習の受講促進等）

・ ＩＴ等の技術を駆使した配車システムの拡充
（スマホ共通アプリ等を活用したシステムの導入等）

④安全性の維持・向上
・事故防止に向けた取り組み
（ドライブレコーダーの導入促進等）（ドライブレコーダーの導入促進等）

⑤観光への取り組み
・県内に来る観光客向けのサービスの提供及び拡充
（自治体やJR等と連携した観光ルート別運賃の設定及び拡充等）

⑥環境問題への貢献
・環境対応車の積極的な導入
（ハイブリッド車、EV車等低公害車の導入促進）

⑦防災・防犯対策への貢献
・犯罪防止や子供の安全確保への対応
（「タクシーこども１１０番」、「１１０番協力タクシー」の普及、促進）

⑧総合交通ネットワークの一員としての機能の向上
・タクシー事業としての自治体と連携強化
（自治体と密に連絡をとり自治体が計画する交通計画等への積極的な参画等）

1



地域計画の目標ごとの達成状況

2



地域計画の目標地域計画の目標

① タクシーサービスの活性化と良質なサービスが選ばれる環境づくり
② 事業経営の活性化、効率化
③ タクシー運転者の労働条件の悪化の防止、改善・向上
④ 安全性の維持・向上
⑤ 観光への取り組み⑤ 観光への取り組み
⑥ 環境問題への貢献
⑦ 防災・防犯対策への貢献
⑧ 総合交通ネットワークの一員としての機能の向上
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地域計画の目標【①ﾀｸｼｰｻｰﾋﾞｽの活性化と良質なｻｰﾋﾞｽが選ばれる環境づくり】 １／４

《取組内容》
・利用者に分かり易い運賃で県内（高崎・前橋）から羽田・成田空港への定額運賃の導入。
・タクシー車両の空いた時間を活用した救援事業の推進。
・更なる良質な運転手を確保するために「接客マナー講習」の実施。
・子育て世帯、妊婦を対象にしたサービスの実施。
・アプリ配車・電子マネー等の導入
・障害者等身体の不自由な方に対応するための福祉車両の導入。

【県内から羽田空港等への定額タクシーの導入】

高崎市内 前橋市内 羽田空港
成田空港

羽田空港

《羽田空港へ》
《羽田空港へ》

中・西毛
実施主体：事業者

《羽田空港へ》
Aｺｰｽ（高速道路） 普通車 41,000円～
Bｺｰｽ（高速＆一般） 普通車 37,000円～

《羽田空港へ》
Aｺｰｽ（高速道路） 普通車 41,000円～
Bｺｰｽ（高速＆一般） 普通車 37,000円～

《成田空港へ》
普通車 55,000円～

※深夜早朝割増、障害者・免許返納割引適用あり
※小型車、大型車、特定大型車の設定あり
※高速道路料金等実費については別途請求

【タクシーの救援事業の推進】

《救援事業とは》
タクシー事業の合間等に本来の業務の遂行を妨げない範囲内でタク
シー車両を活用し、病院の順番取り、忘れ物の代理取得、切符などの
予約・購入などの役務を提供する行為で運輸支局へ計画書を事前に提
出して行う事業（料金は各社自由な設定可能）

実施事業者数（中・西毛、東毛交通圏）

買い物代行

病院の順番取り

薬の受け取り

忘れ物の代理取得

切符の代理取得

安否確認

バッテリーチャージ

緊急時の血液輸送

13者

9者

7者

7者

3者

4者

6者

1者

中・西毛、東毛実施主体：事業者
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地域計画の目標【①ﾀｸｼｰｻｰﾋﾞｽの活性化と良質なｻｰﾋﾞｽが選ばれる環境づくり】 ２／４

【運転者に対し、接遇（もてなし）や事故防止の講習会を開催】

高崎地区 前橋地区

平成２６年１１月１８日～１９日
場所：高崎市総合保健センター
内容：①おもてなし研修

（ラジオ高崎アナウンサーによる講義）
②外国人観光客への対応
（高崎市教育委員会英語指導助手を招いて、タ

クシー乗車時英会話を講義）
出席者：約４００名

平成２６年１１月１８日～２０日
場所：群馬県防災センター
内容：①安全運転と事故防止研修

（警察署職員による講義）
②大河ドラマ「花燃ゆ」-ゆかりの地と登場人物-
（前橋市文化国際課歴史文化遺産活用室長を

招いての講義）
出席者：約３６０名

中・西毛
実施主体：事業者、業界団体

出席者：約４００名
主催：高崎地区ハイヤー協議会

出席者：約３６０名
主催：前橋地区ハイヤー協議会
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地域計画の目標【①ﾀｸｼｰｻｰﾋﾞｽの活性化と良質なｻｰﾋﾞｽが選ばれる環境づくり】 ３／４

【子育て世帯、妊婦を対象としたサービス】 【アプリ配車・電子マネーの導入】

ママサポートタクシー

①サービス内容
・配車場所、かかりつけ病院、出産予定日などを事前

登録（登録無料）
・２４時間３６５日対応（悪天候・繁忙期も優先配車）
・陣痛時の病院への送迎
・定期検診
・買い物 等

②対象者

①サービス内容
・ＧＰＳ機能で居場所を特定し、利用者が配車場所を指定
・場所のデータが、タクシー会社の配車システムに送られ指定

場所へ配車する
②利用可能地域

・高崎市、藤岡市、佐波郡、それぞれの一部地域
③ネット決済

・スマートフォンで配車依頼から支払いまで全て行うことが可
能

中・西毛
実施主体：事業者

スマートフォン「全国タクシー配車」アプリへの対応

②対象者
・妊娠中の方
・子育て中の女性の方（３歳未満）

③その他
・助産師による研修を受けたドライバーが対応

能
④「ＬＩＮＥＴＡＸＩ」の開始

・「ＬＩＮＥ」によるタクシーの配車依頼から「ＬＩＮＥＰａy」による決
済まで行えるサービス

※群馬県初のサービス
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地域計画の目標【①ﾀｸｼｰｻｰﾋﾞｽの活性化と良質なｻｰﾋﾞｽが選ばれる環境づくり】 ４／４

【福祉タクシー及び介護タクシーの運行】

障害者や高齢者等の単独では移動が困難な方を輸送する手
段として車椅子のまま乗車出来る車両を導入し、移動困難者
に対しての利便性を図った。

福祉車両導入事業者数及び車両数
（中・西毛、東毛交通圏）

９事業者 ： １４両
※ユニバーサルデザインタクシー５両を含む

（うち補助事業活用 ４事業者：６両）

中・西毛、東毛実施主体：事業者

《国庫補助の概要》
名称：バリアフリー化設備等整備事業
支援スキーム：

協議会（県、市町村、タクシー事業者等）において事業の目
的、必要性、定量的な目標・効果、事業内容と事業実施
者、費用の総額・負担者・負担額等を記載した「生活交通
ネットワーク計画」を策定して、国へ提出

※福祉限定事業者を除く

《検証結果》
○定額運賃の導入、運転者のサービス向上を図る講習会の開催、救援事業の推進、国の補助金等活

用したUDタクシー等の福祉車両の導入等の様々なサービスの提供など、利用者目線の立場で取り
組みを行っている。

○妊娠、子育て世帯を対象としたサービスを開始し、タクシー利用者の増加を図った。
○アプリ配車・電子マネーを導入し、サービス向上の取組みを実施した。
○更なる利用者利便の向上のため、引き続き利用者ニーズに合致したサービスの提供に係る取り組

みを行っていくことが必要である。

事業者が補助申請（ネットワーク計画を添付）

補助率：補助対象経費の１／３
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地域計画の目標【②事業経営の活性化、効率化】 １／１

【営業方針を夜間重点から日中への切り替え】

《取組内容》
・夜の酔客の需要が減っていることに伴って昼間の高齢者の需要に応えるためのﾀﾞｲﾔ編成に変更。
・配車システムにGPS機能を有しているシステムに入れ替え、利用者にスムーズな配車システムを構
築。

６ﾀﾞｲﾔ ５ﾀﾞｲﾔ 《効果》

以前は車両が少なく午前中の高齢者の通院需要に応えられなかっ
たが、ダイヤを編成することにより昼間のダイヤの車両を増やしたこ
とにより需要に応えられるようになった日勤者の車両増

【ナンバーディスプレイ表示による無線配車の効率化】 ６社

中・西毛

東毛

実施主体：事業者

《検証結果》
○需要の動向を捉えたダイヤの編成や利用者にスムーズな配車を行うためのシステム構築に取り組

み、事業の効率化に向け努力をしている。
○更なる事業経営の活性化、効率化のため、今後も引き続き事業の効率化に向けての取り組みの推

進が必要である。

【ナンバーディスプレイ表示による無線配車の効率化】 ６社
【デジタル式GPS－AVMの導入による効率的な無線配車】 １社

GPS機能を有している配車システムと車両に備え

付けているナビゲーションとの連動したシステムを
構築し、ナンバーディスプレイ機能との連動や配
車システムにお客様を登録し、電話時に瞬時に配
車場所を特定して、GPS機能を活用しお客様の配

車場所に一番近い車両を配車することにより配車
時間の短縮と誤配車の減少を図った。

東毛

実施主体：事業者
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地域計画の目標【③タクシー運転者の労働条件の悪化の防止、改善・向上】 １／１

《取組内容》
・母子家庭世帯の雇用環境改善に向け、積極的に女性ドライバーの雇用。
・MT車からAT車に代替し、運転時の負担軽減を行い、安全性の向上。

【女性が働きやすい職場環境の整備】

・７時、８時～８時間
・固定給制
・二種免許取得費用負担

等の制度を設け積極雇用に対応

女性運転者の積極雇用

《効果・期待》
・男性職場の活性化

【MT車からAT車へ変更し、
運転者負担を軽減】

MT車のギア操作を行うことが運転者の負担と利用者の乗り心

地にも影響があることから、運転時の安全性の車両の代替時
にAT車へ切り替えが進んでいる。

中・西毛、東毛 中・西毛
実施主体：事業者

実施主体：事業者

・物腰の柔らかさを生かした市場
開拓

県内女性運転者の状況

６５人 ※H26.2.1現在

（全体乗務員の約3.6％）

《検証結果》
○群馬県内のタクシー運転者の平均年齢は６０歳を超え、高齢化が進んでいる中、職場環境の整備等

を図ることにより、女性運転者等の積極的な雇用に取り組み、タクシー運転者の若返りを図るための
施策を実施している。

○今後も若年層ドライバーの確保に向けた取り組みを推進し、運転者の高齢化率の低下を図ることが
必要である。
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【ドライブレコーダーの導入】

地域計画の目標【④安全性の維持・向上】 １／１

《取組内容》
・事故削減の観点からドライブレコーダーを導入し、そのデータ等を活用した安全教育を実施し事
故防止の徹底を図る。

群馬県実施主体：事業者

ドライブレコーダーの導入により、運転者の安全意識が高まり抑
止効果があるほか、安全教育等にも活用されている。

267 272

325 25.0%

300

350

《検証結果》
○安全対策や事故防止の観点から県内でもドライブレコーダーの導入が積極的に進められている。
○近年、タクシーによる重大事故発生件数は減少しているものの、引き続きドライブレコーダーのデー

タ等を活用した事故原因の究明を行うと共に、危険予知運転の実施や、データ等を活用した安全教
育を実施し、事故防止に向けた取り組みが必要である。

〈ドライブレコーダーの画像〉

（車内設置状況例）
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地域計画の目標【⑤観光への取り組み】 １／２

《取組内容》
・JR東日本と連携し商品化した「駅から観タクン」や駅から温泉地、温泉地から温泉地を結ぶ
「ちいタク」など、観光ルート別運賃の積極的な導入。

①駅から観タクン」の運行

鉄道を利用して駅に降りた観光客が、名所・史跡などを巡るコースを、定額で設定された
タクシー運賃により、安心して手軽に観光できるよう地元のタクシー事業者とJR東日本高
崎支社が連携して商品化。（平成２１年４月JR高崎駅が最初）
平成２６年度には、富岡製糸場や大河ドラマとも連携したコースを新設

中・西毛

実施主体：事業者

【JR及び市との連携による「駅から観タクン」の充実拡大】

【各種の観光需要に対応した別立て観光運賃によるタクシー利用の推進】

「富岡製糸場と高崎名所巡りＡＢＣコース」 他6コース）

「文と素彦ゆかりの地巡りコース」 他1コース）」

高崎駅

前橋駅

「真田氏ゆかりの地巡りコース」 他2コース）」沼田駅

「日本三大うどん水沢と伊香保石段散策コース」 他1コース）」

「わくわく体験 法師温泉コース」 ）」

渋川駅

上毛高原駅

全 １５コース運賃：２時間５，９６０円～３時間１０，９００円
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②「荒船風穴ジオパークツアー」の運行

○鉄道を利用して下仁田駅に降りた観光客が、世界遺産である「荒船風穴」をはじ
めとした観光スポットを、定額で設定されたタクシー運賃により、安心して手軽に
観光できるよう、地元のタクシー事業者と下仁田町が連携して設定。
（平成２５年７月より運行開始）

○定額運賃のうち２，０００円を下仁田町が負担。

運賃：２時間 ６，０００円 ～ ５時間 １５，０００円（オプション含む） 全 １４コース
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【JRと連携し、駅から県内の温泉地への定額タクシーの運行】

地域計画の目標【⑤観光への取り組み】 ２／２

③「ちいタク」の運行
群馬県を訪れる観光客がタクシーを乗り継ぐことでスムーズな観光地間の移
動を可能にし、県内の観光スポットを満喫してもらうとともに、更なる誘客に繋
げることを目的に実施。

全１０ルート
［わくわく 榛名コース］ 高崎駅⇔榛名神社・榛名湖⇔伊香保温泉
［つるつる 水沢コース］ 高崎駅⇔水澤うどん・水澤観世音⇔伊香保温泉
［うきうき 渋川コース］ 伊香保温泉⇔群馬ｶﾞﾗｽ工芸美術館・道の駅「おのこ」⇔四万温泉
［きらら 中之条コース］ 伊香保温泉⇔中之条町つむじ（ふるさと交流ｾﾝﾀｰ）・四万湖・歐穴群・奥四万ダム⇔四万温泉
［ほかほか みなかみコース］ 四万温泉⇔中之条町つむじ（ふるさと交流ｾﾝﾀｰ）・道の駅水紀行館⇔水上温泉
［さらさら 四万コース］ 四万温泉⇔歐穴群・道の駅月夜野矢瀬親水公園⇔水上温泉
［ぷらぷら 子持コース］ 水上温泉⇔月夜野びーどろパーク・道の駅こもち＆白い宿⇔伊香保温泉
［どきどき 月夜野コース］ 水上温泉⇔道の駅月夜野矢瀬親水公園・大理石村ロックハート城⇔伊香保温泉
［しみじみ 敷島コース］ 前橋・新前橋駅⇔敷島公園（朔太郎記念館・ばら園）・水澤観世音⇔伊香保温泉
［とくとく 赤城コース］ 前橋・新前橋駅⇔道の駅ふじみ・聖酒造⇔伊香保温泉

「ちいタク」とは・・・
いくつものちいき（地域）が
つながり、ちい（小）さな旅

がついてくる。
広域タクシーネットワーク。

中・西毛

実施主体：事業者

《検証結果》
○中・西毛交通圏においては、ＪＲ東日本高崎支社や自治体と協力して、世界遺産となった富岡製糸場や大河ドラマに関連した観光ルー

ト別運賃のコースを新設し、県内に来る観光客の対応について、鉄道と連携した二次交通の整備を行った。
○東毛交通圏においては、従来から観光客への対応として観光ルート別運賃を設定しており、鉄道との連携を図っている。
○引き続き自治体等と連携し、二次交通の整備を進めるとともに、更なる旅行者のニースに対応する施策を講じることが必要である
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【代替車両について、低公害車の導入を促進】
【ハイブリッド車、EV車等低公害車の導入促進】

地域計画の目標【⑥環境問題への貢献】 １／１

《取組内容》
・車両代替時に環境へ配慮した「ハイブリッド車」や「電気自動車（EV車）」の導入。

県内においては車両の老朽化も進んでおり、車両代替の時期を
期にハイブリッド車や電気自動車（EV車）へ切り替え環境へ配慮
した取り組みを行ってきている。 （トヨタ SAI）

（レクサス）

（日産 リーフ）

群馬県

実施主体：事業者

（両・社） ハイブリット車導入状況推移 （両・社） ＥＶ車導入状況推移

《検証結果》
○改正特措法施行後１年間の減車（中・西毛交通圏１１両、東毛交通圏３３両、合計４４両）、低公害車

の導入、アイドリングストップ運動を推進することにより、ＣＯ２の削減に取り組んでいる。
○公共交通機関としての社会的責務を果たすため、引き続き環境問題への取り組みの推進が必要で

ある。
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【その他の取り組み事例】

地域計画の目標【⑦防災・防犯対策への貢献】 １／１

《取組内容》

・警察の協力を得て防犯訓練の実施。
（その他の防災・防犯への取り組み）
・「タクシー子供１１０番」の促進 ・子供を犯罪から守るための「キッズバス」の運行。
・「緊急通報システム」や「AED機器」の搭載。
・「ドライブレコーダーの記録データ提供に関する協定」を群馬県警察本部と締結。

【防犯訓練の実施】

高崎警察署の協力を得て防犯
講習・実技を行った。

高崎地区

中・西毛

実施主体：業界団体

タクシー「こども１１０」の促進 キッズバス（子供専用タクシー）の運行

「AED（自動体外式除細動器）」及び
「緊急通報システム機器」の搭載

利用者の急病時等に備え、乗務員にAEDの講
習を受講させ、車内にAEDを常備や緊急時に備
えて通報システムの構築

ドライブレコーダーの記タクシー「こども１１０」の促進 キッズバス（子供専用タクシー）の運行

街頭で事故防止の啓蒙活動

《概要》
利 用 者：事前登録制（キッズバスカード作成）
運賃支払：後払い（キッズバスカードの提示で）
特 徴：全車チャイルドシート装備、女性ドライバーが専属運転
対象車両：３台（ベンツAクラス、プリウス）
そ の 他：現在、約１８０世帯・２００～２５０名の登録者

警察と提携し犯罪等を発見した
場合の通報する制度の促進

《検証結果》
○業界団体として警察等の協力を得て防犯訓練等を実施した。
○防災・防犯対策への貢献は、輸送の安全のみならず、国民生活の安全に寄与するものであり、引き

続き関係機関と協力し、防犯対策・災害対策を推進することにより、公共交通機関としての社会的信
用の確保・向上に努めることが必要である。

街頭で事故防止等の
啓蒙活動の実施

月に２回、街頭で事故
防止や街の犯罪防止
のための啓蒙活動の
実施
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ドライブレコーダーの記
録データ提供に関する

協定の締結

県警に対し、ひき逃げなどの
交通犯罪のほか、強盗事件
などが起きた際、現場や近く
を通りかかった車両から映像
記録を提供する協定



【自治体の都市計画等における公共交通機関としてのタクシーの役割に関する協議の推進】

運行開始日：H24.4～

運 賃：３００円（小学生以下等１５０円）
運 行 車 両：１台（１０人乗り）
運 行 区 域：桐生市黒保根地区（旧黒保根村）

地域計画の目標【⑧総合交通ネットワークの一員としての機能の向上】 １／２

《取組内容》
・路線バスの廃止に伴い、自治体と調整しデマンド交通の実証実験をタクシー車両で運行。
・駅乗り場の利用者利便を考えたショットガン方式や一般車と公共交通を区分けした駅前広場の整備
に自治体等と協力し利便性や安全性向上に努めた。

桐生市黒保根町デマンドタクシー（概要）

中・西毛／東毛

実施主体：事業者
交通会議名 設置日

前橋市地域公共交通会議 H18.11.16

藤岡市地域公共交通会議 H18.12.21

高山村地域公共交通会議 H18.10.27

嬬恋村地域公共交通会議 H18.11.13

南牧村地域公共交通会議 H19. 1.12

下仁田町地域公共交通会議 H19. 4.27

県内の地域公共交通会議設置状況

運 行 区 域：桐生市黒保根地区（旧黒保根村）
運 行 時 間：６時４０分発～１８時４２分発
そ の 他：平成２６年４月より本格運行
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下仁田町地域公共交通会議 H19. 4.27

高崎市地域公共交通会議 H19. 6. 4

安中市地域公共交通会議 H19. 5.21

渋川市地域公共交通会議 H19. 8.30

桐生市地域公共交通会議 H19.10. 9

東吾妻町地域公共交通活性化協議会 H20. 5.29

みなかみ町地域公共交通会議 H20. 6. 9

上野村地域公共交通会議 H20. 6.26

富岡市地域公共交通会議 H20. 7.11

みどり市地域公共交通会議 H20. 8. 8

草津町地域公共交通会議 H20. 9.29

太田市地域公共交通活性化協議会 H20.10. 3

邑楽町地域公共交通会議 H21.11. 1

館林市他４町地域公共交通会議 H22. 3.23

中之条町地域公共交通会議 H22. 9.21

沼田市地域公共交通会議 H22.11.16

大泉町・千代田町地域公共交通会議 H23.11.15

玉村町地域公共交通会議 H24. 3.26

甘楽町地域公共交通会議 H25. 3. 1

甘楽町デマンドタクシー｢愛のりくん｣（概要）

運 賃：３００円
（中学生以下１００円）

運行車両：２台（タクシー車両）
運行区域：町内全域及び富岡総

合病院、七日市病院
運行時間：８：００発～１７：００発
そ の 他：平成２６年４月より本

格運行



地域計画の目標【⑧総合交通ネットワークの一員としての機能の向上】 ２／２

【JRや市と協議のもと駅前のタクシー乗り場の整理を図るとともに、ショットガン方式
による入構車両の管理を検討】
【ショットガン方式による配車システムの構築を市と連携し計画】・・・目標①
【駅前等における、安全なタクシー乗り場とタクシープールの設置】・・・目標①

高崎駅東口 前橋駅北口

東口駅広場改修工事に伴い、タクシープールと乗り場へ
のショットガン方式を導入し、利用者にスムーズな配車を
可能にした。

北口駅広場改修工事により一般送迎車とバスやタクシーの公共
交通機関を区分けし一般車の流入を規制し利用者のスムーズ乗
降を可能にした。

中・西毛

実施主体：自治体、事業者、
鉄道事業者 等

《検証結果》
○ＪＲや市と協議のもと、駅前のタクシー乗り場の整備を図った。また、各自治体が主催する地域公共

交 通会議等に参画し、地元自治体、地域住民と連携した地域公共交通の構築に取り組んだ。
○引き続き、自治体・地域住民の連携強化を行い、地域の公共交通機関として役割を担うよう努めるこ

とが必要である。

（タクシープール） （乗り場（常時３台待機））
（公共交通機関と自
家用車の入構規制の
ために区分け）

（利用者が車両を選
択できる）
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資 料 ４

東毛交通圏タクシー準特定地域協議会

地域計画の一部改正について地域計画の一部改正について
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平成２２年３月１７日

一部改正 平成２５年２月２７日

一部改正 平成 年 月 日

群馬県東毛交通圏タクシー準特定地域協議会地域計画（改正案）

１．タクシー事業の適正化・活性化の推進に関する基本的な方針

平成２１年１０月、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正

化及び活性化に関する法律」の施行に伴い、特定地域の指定を受け、地域計

画の作成、当地域計画の実施に係る連絡調整その他タクシー事業の適正化及

び活性化に関する必要な協議を行うために当協議会が設置されたところであ

るが、地域計画の作成にあたっての「タクシーの公共交通機関としての役割」、

「タクシー事業の現況」、「取り組みの方向性」は以下のとおりであり、当時の現

状認識のもとに下記の基本方針が作成されたものである。

①群馬県東毛交通圏におけるタクシーの公共交通機関としての役割

・群馬県東毛交通圏におけるタクシーは、他の公共交通機関が始発から終電

までに決められた路線での輸送を担っているのに対して、個々の利用客の

ニーズに合わせたドア・ツー・ドアの輸送を担っている。また、生活に欠

かせない公共交通機関としての輸送を担っている。

・特に、終電・終バスが終わった後の足や高齢者等の重要な移動手段となっ

ている。このように、タクシーは生活やビジネスに欠かすことのできない

公共交通機関であり、今後も重要な役割を担うものである。

②タクシー事業の現況

◇タクシー需要の減少

・群馬県東毛交通圏における法人タクシーの輸送人員は長期的な減少傾向に

あり、規制緩和以前の平成１３年度と比べ平成２０年度では、年間３１２

万人（１日当たり０．９万人）から２４５万人（１日当たり０．７万人）

へと約２１％減少している（群馬県タクシー協会調べ）。特に平成２０年

秋以降の世界的経済危機も相まって、一般の利用客のみならず、経費圧縮

等を進める企業等のビジネス利用も減少しており、平成２１年９月１ヶ月

間の輸送人員は１６．８万人と平成２０年９月１ヶ月の１９．５万人に比

べて約１４％も減少しており、今後も輸送人員の大幅な回復は難しい状況

とみられる。
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◇規制緩和における需要と供給の不均衡

・群馬県においては、全国の状況と異なり、規制緩和後において、車両数が

減少傾向にあり、平成１４年３月末現在と平成２１年３月末現在では２４

６両（約１１．３％）減少している。

・さらに、前述の輸送人員の長期的な減少傾向に加えて、近年、自家用自動

車の普及、運転代行事業者の増加等により、タクシー事業の需要が減少し

ている状況である。

・平成２１年１１月９日の第1回協議会において、関東運輸局から適正と考え

られる車両数として３つのケース（実働率をそれぞれ９０％、８０％、７

６％としたときの車両数約３００両、約３５０両、約３５０両）について

示されているところであるが、平成２１年９月３０現在の車両数とは大幅

な差が認められるところである。

◇輸送実績の悪化

・このように、群馬県東毛交通圏では、供給されるタクシー車両数及びタク

シー利用者が減少しており、法人タクシー1両当たりの走行キロは平成１

３年度と比べ平成２０年度では１４０．４kmから１３５．８kmへ、実車

率は５２．９％から５０．４％へ、実働率は７６．１％から７０．８％へ、

いずれも低下している。タクシー１日１車当たりの運送収入（税込み、以

下同じ）については、２５，５５３円から２２，０１８円へと減少してい

る状況にある。（群馬県タクシー協会調べ）

・さらに、平成２１年９月の実績では、実車率４９．３％、実働率７４．３

％、１日１車当たりの運送収入は１８，２４２円と輸送実績は一層悪化し

ている。特に、実働１日１車当たりの運送収入は、１８ヶ月連続で前年比

割れの厳しい状況となっている（群馬県タクシー協会調べ）。

・一方で、燃料（ＬＰＧ）価格の高騰（平成１３年５３．５１円/ﾘｯﾄﾙから

平成２０年８２．９６円/ﾘｯﾄﾙ）（資源エネルギー庁調べ）や安全対策等へ

の経費の増大等により、標準的なタクシー事業者の収支差比率は、平成２

０年度はマイナス２．３％、さらに平成２１年度はマイナス３．０％とな

ることが予想されるなど（群馬県タクシー協会調べ）、減益幅は拡大する

ことが想定される。このように事業経営は非常に厳しく、こうした状況が

改善されなければ、タクシーの地域公共交通としての機能が一層低下する

ことが懸念される。

◇運転者の労働条件の低下

・タクシー１両当たりの運送収入の減少は、歩合制賃金を主体とした賃金体

系にあっては、運転者の賃金の低下をまねき、群馬県のタクシー運転者の
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平均年収は、バブル末期の平成３年には３８９．９万円であったのが、そ

の後低下し、平成１２年以降は常に２００万円台を推移して、平成２０年

には２５３．６万円（税・社会保険料等控除前の金額）となっている。こ

の間に群馬県の全産業平均との格差は年々拡がり、平成２０年には２４８

万円にまで拡大している（賃金構造基本統計調査）。平成１９年１２月には

運転者の労働条件の向上を主目的に運賃改定を行ったものの効果として表

れておらず、現状の賃金水準では、日常生活の維持もままならない状況に

もなっている。

・労働時間については、群馬県のタクシー運転者は群馬県の全産業平均より

も長時間労働の傾向にある。

◇運転者の高齢化

・労働条件の低下により、若年層の就職先としての魅力の低下等も相まって、

平成６年には５１．３歳であった運転者の平均年齢が平成２０年には５９．

４歳となるなど、運転者の高齢化も進み、６５歳以上の高齢運転者割合も

増加している（群馬県タクシー協会調べ）。こうした高齢化の進展が事故多発

の要因となるとともに、ＩＴ技術などを用いた先進的なサービスへの対応が難

しいといった指摘もある。

低賃金や長時間労働であるがために若年層の新規労働者の入職は減少して

いる一方、すでにタクシー運転者の多くは高齢者で成り立っているために、

他産業への転職も難しい職種となっている。

◇タクシー事業の交通事故状況

・平成２０年中の群馬県内の人身事故件数２０，３１５件（前年比-１，３

３４件）、負傷者数２５，６１４人（前年比-１，６５９人）であり、とも

に減少傾向（４年連続）であるが、全国的に見ると人口１０万人当たりの

事故件数・負傷者数は、ワースト３位と高率にある（群馬県調べ）。中・西

毛交通圏における事故件数については、平成２０年度では１４４件（前年

比-１０件）であったが、今後においても減少に向けた取り組みが期待さ

れている。

◇群馬県のタクシー業界の取り組み

・タクシー業界では、これまでにも、利用者の増加や利便性の向上を目指し

た各種の取り組みや、経営効率化・合理化や安全性の維持・向上への取組

みを推進してきた。

・タクシー事業者各社においては、社会・福祉への貢献（運転免許証返納者

割引きの導入、タクシーこども１１０番の導入、障害者割引制度の導入等）、
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環境問題への貢献（ハイブリッドタクシーの導入、グリーン経営認証取得

の推進等）、経営効率の改善（GPS＋AVMの導入等）、利用者利便の向上

（ハイグレード車の導入、新型インフルエンザ対策、労働条件の向上、そ

の他の取り組み（定額タクシーの実施、ドライブレコーダーの導入等）な

ど、幅広い分野で様々な取り組みを実施してきた。さらに、平成２１年４

月よりＪＲ東日本とタイアップした企画商品「駅から観タクン」を高崎駅

で行っている。

・また、群馬県タクシー協会として、運転者の指導・表彰、忘れ物や苦情処

理対策、禁煙タクシーの導入やタクシーの日のキャンペーン等広報活動に

も取り組んできた。

◇まとめ

・上述のように、タクシー事業の直面する需要の低迷、供給の過剰、労働環

境の悪化等の様々な問題があるなかで、公共交通機関としての役割を果た

すために、タクシー業界としても多様な取り組みをしてきたところであり、

さらに創意工夫の余地があるものと考えられるが、現状のような需給がア

ンバランスな状態では、状況の抜本的な改善は難しいものと思われる。

③取り組みの方向性

◇安全・安心で良質なサービスの提供

・交通不便地域が拡大する群馬の公共交通機関として、また観光等に関して

も大きな役割を担うタクシーには、今後も「安全・安心で良質なサービス

の提供が強く求められる。

・公共交通機関として「安全・安心で良質なサービスの提供」を持続的に担

っていくためには、事業者自らの需要喚起やサービス向上等に向けたさら

なる取組みが望まれる一方で、人材の確保・育成を可能とし、よりよいサ

ービスを確保できる環境を整備することが必要である。

◇社会貢献への積極的な取り組み

・地球温暖化対策等環境問題への寄与や交通事故の削減等、防犯・防災対策

への貢献、安全問題への寄与も一層求められる。

・また、高齢化社会への対応ニーズも高まり、福祉輸送等への対応も求めら

れる。

◇総合交通ネットワークの一員としての機能の向上

・ＪＲ・私鉄やバスなどの他の公共交通機関と連携した総合交通ネットワー

クとしての機能向上や、各自治体における都市政策、交通計画等と一体と



- 5 -

なった機能の向上を目指すことが望ましい。

◇観光への取り組み

・「観光立国」を担う公共交通の一員としてのタクシーの役割の強化など、各

地域の実情にあった対応を着実に行っていくことが必要である。

◇魅力ある労働環境の整備

・労働者に対する適正な労働条件は当然のこと、魅力ある労働環境の整備が

必要である。

◇健全な事業環境の推進

・各地域の需要量に見合った適正な供給量となるよう様々な取り組みを行う

ことが必要である。

２．タクシー事業の適正化･活性化実施３年間の状況

平成２２年３月、本地域計画が作成され、同計画に基づきタクシー事業の

適正化・活性化の推進に取り組んできており、タクシーを取り巻く現状は計

画作成時と大きく変わるものではないものの、改善の傾向が見られている。

タクシーを取り巻く３年間の状況は以下のとおりである。

◇タクシー需要の動向

・本地域計画策定後の群馬県東毛交通圏における法人タクシーの年間輸送人

員は、平成２１年度では２１４万人（1日当たり０．６万人）、平成２２年

度では１９８万人（1日当たり０．５万人）、平成２３年度では１９１万人

（1日当たり０．５万人）となっている。本地域計画に沿って、適正化策、

活性化策のそれぞれの実施に努めてきているが、輸送人員は減少傾向にあ

り、地域計画策定前の平成２０年度の２４５万人（1日当たり０．７万人）

と比べ約２２％減少している（群馬県タクシー協会調べ）。

・もっとも、実働１日１車当たりの運送収入（税込み、以下同じ。）は、平

成２３年９月以降、対前年同月を上回るか、ほぼ同水準で推移している。

東日本大震災等の影響により需要は一時的に落ち込んだものの、リーマン

ショック以降の需要減に関しては既に下げ止まりが見られ、予断を許さな

いものの、緩やかな回復基調にある。

◇規制緩和以降のタクシー事業者及び車両数の変動

・平成２１年１０月の「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適

正化及び活性化に関する法律」の施行以降、本地域計画に定める「地域計
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画の目標」達成のため、特定事業の実施と相まって事業再構築（事業の譲

渡譲受、供給輸送力の減少等経営の合理化に資する措置）を行うことによ

り供給過剰状態の解消を図ってきたところであり、本地域計画策定時の基

準となった平成２０年７月１０日現在の事業者数・車両数１６者４２８両

に対し、平成２４年９月３０日現在は１４者３６５両となっており、事業

者数は２者減少し、車両数は約１４．７％減少した。

◇利用者からの評価

・ 上記のように車両数は約１４．７％減少したが、これによってタクシーの

不足や乗車しにくいといった苦情は受けていない。これは、本交通圏が、

駅待ち等の営業を中心とする地域であり、実車率が５０％を下回る４９％

となっており、車両数の減少を台当たりの実車率を一定程度確保すること

で十分に吸収できているからであると考える。今回の供給過剰状態の解消

は、利用者の利便が阻害されるような状況には至っていない。

◇輸送実績の推移

・法人タクシーの輸送実績は、１両当たりの走行キロが平成２１年度１１９．

５km、平成２２年度が１２０．６km、実車率が平成２１年度４９．６％、

平成２２年度４８．８％、実働率が平成２１年度７３．４％、平成２２年

度７２．４％、１日１車当たりの運送収入が平成２１年度２０，０９２円、

平成２２年度２０，９２５円となっており、平成２０年度の1両当たりの

走行キロ１３５．８km、実車率５０．４％、実働率７０．８％、１日１

車当たりの運送収入２２，０１８円に対し、実働率を除き落ち込んでいた

が、平成２３年度においては１両当たりの走行キロ１２１．８km、実車

率４９．２%、実働率７１．２％、１日１車当たりの運送収入２１，００４円

と回復してきている（群馬県タクシー協会調べ）。

・また、燃料（ＬＰＧ）価格は高止まり（平成２３年７１．２６円/ﾘｯﾄﾙ）（資

源エネルギー庁調べ）しているものの、実働1日1車当たりの運送収入が上

述のとおり対前年を上回り、又は、ほぼ同水準で推移していることや、各

事業者が特定事業の実施により経営効率化に努めたこと等により、経営改

善が図られ、現在も地域公共交通としての機能を果たしている。

◇運転者の労働条件の改善状況及び高齢化の状況

・タクシー１両当たりの運送収入の減少は、歩合制賃金を主体とした賃金体

系の中、運転者の賃金の低下をまねき、群馬のタクシー運転者の平均年収

は、平成２０年の２５４万円（税・社会保険料等控除前の金額）から平成

２１年は２３６万円、平成２２年２３２万円、平成２３年には２１５万円
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にまで落ち込み、群馬県の全産業平均との格差は平成２３年に２７２万円

にまで拡大した（賃金構造基本統計調査）。

・労働時間については、群馬県のタクシー運転者と群馬県の全産業平均との

差が平成２０年は４２０時間、平成２１年３９６時間であったものが、平

成２３年には２４０時間（賃金構造基本統計調査）に縮小している。

・一方で、平成２３年の運転者の平均年齢は６０．３歳（群馬県タクシー協

会調べ）と、平成２０年の５９．４歳よりさらに高齢化が進んでいる状況

にある。

◇需給バランスが崩れたことによる社会的影響・公共交通としての機能

・賃金の低下がみられるものの、労働時間の改善が見られ、タクシーが第一

当事者となる人身事故件数が平成１９年９５件、平成２０年９６件と増加

傾向にあったが、平成２２年９４件、平成２３年７３件と減少している（群

馬県警察調べ）。

・群馬県における苦情件数は、平成２０年度の１６件に対し、平成２１年度

は２２件と増加したが、平成２２年度は１８件、平成２３年度１３件と減

少に転じている。

◇群馬のタクシー業界のこれまでの３年間の主な取組み

・タクシー業界では、供給過剰状態の解消に向けて事業再構築に取り組むと

ともに、地域計画の目標達成に向けて各事業者による個別の取り組みと併

せて業界全体の組織的な取組みについても推進してきた。

・タクシー業界としての地域計画の目標に応じた主な取組みは、以下のとお

りである。

〈各事業者の主な取組み（特定事業の実施）〉

地域計画の目標①「タクシーサービスの活性化と良質なサービスが選

ばれる環境づくり」

§ 運転者等に対し、接遇(もてなし)や事故防止の講習会を開催

§ タクシーの救援事業の推進

§ 福祉タクシー及び介護タクシーの運行

§ ナンバーディスプレイ表示による無線配車の効率化

§ デジタル式ＧＰＳ－ＡＶＭの導入による効率的な無線配車

§ ドライブレコーダーやカーナビ車両の導入

地域計画の目標②「事業経営の活性化、効率化」

§ ナンバーディスプレイ表示による無線配車の効率化（再掲）

§ デジタル式ＧＰＳ－ＡＶＭの導入による効率的な無線配車（再
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掲）

地域計画の目標③「タクシー運転者の労働条件の悪化の防止、改善・

向上」

§ 女性が働きやすい職場環境の整備

§ ドライブレコーダーやカーナビ車両の導入（再掲）

地域計画の目標④「安全性の維持・向上」

§ ドライブレコーダーやカーナビ車両の導入（再掲）

§ 運転者等に対し、接遇(もてなし)や事故防止の講習会を開催

（再掲）

地域計画の目標⑥「環境問題への貢献」

§ 低公害車の導入の推進

§ ハイブリッド車、EV車等低公害車の導入促進

〈事業者団体及び関係者の主な取組み〉

地域計画の目標⑧「総合交通ネットワークの一員としての機能の向上」

§ 自治体の都市計画、交通計画における公共交通機関として

のタクシーの役割に関する協議の推進

◇３年間のまとめ

・以上のとおり、タクシーが公共交通機関として健全に機能していくことを

目標として、本地域計画に基づくタクシー事業者による特定事業等の実施

及びそれと相まって事業再構築を行うことにより供給量の削減に取組んで

きた。

・さらに、事業者団体及び関係者によって、上述の「これまでの３年間の主

な取組み」において記載した各施策が実施され、タクシーが抱える諸問題

の解決に向け一定の進捗が図られた。

・なお、適正と考えられる車両数と現有供給輸送力の乖離については、平成2

4年9月30日現在の車両数が基準車両数４２８両から約１４．７ポイント減

少し３６５両となっており、相当程度の乖離の減少が認められている。

・しかしながら、こうした取組みによっても経営基盤の改善や運転者の賃金

等の労働条件の改善などの十分な成果には結びついておらず、引き続きタク

シーが公共交通機関としての機能を十分に発揮できるようにするための取組

みを推進していくことが必要であり、平成24年9月28日付けで特定地域の

指定を受けた。



- 9 -

３．地域計画の目標
①タクシーサービスの活性化と良質なサービスが選ばれる環境づくり

・タクシーに求められるサービスは、公共交通機関としての社会的責務を

果たすために「安全・安心で良質なサービスの提供」を遂行することで

ある。そこで、サービスレベルの向上を目指し、利用者の満足度を高め

ることを目標とする。

・そのためには、タクシー事業者間での適切な連携、共同事業等を実施す

る一方で、タクシー事業者間でのサービス競争などの競争原理も働かせ、

その結果としてタクシー業界のサービスレベルの向上を目指した活性化

方策を実施するものとする。

・特に新たな需要の喚起については、高齢化社会において今後も急速な高

齢化の進展が予想される中、個人需要の掘り起こしに向けた取り組み等

を行いサービスの活性化を図るものとする。

・具体策として、ユニバーサルデザイン車両の導入促進、ユニバーサルド

ライバー研修の実施など、バリアフリー法の趣旨を尊重し、その実現に

向けて取り組むものとする。

②事業経営の活性化、効率化

・タクシー事業者が健全な経営環境の中で適正な競争を行った結果、安全

・安心の確保を前提に、タクシー運転者に適正な労働条件を提供でき、公

共交通機関として社会的な責任を果たし、且つ新たなサービス等への投

資も可能とするための適正利潤も確保できる体制を目指すものとする。

・タクシー事業はコンプライアンスに基づいた事業経営を遂行しつつ、さ

らに車両や運転者の適切な管理・運用を図るために各社での自助努力を

求めるとともに、業界としてもそれを支援する取り組みを実施するもの

とする。

③タクシー運転者の労働条件の悪化の防止、改善・向上

・ タクシー運転者の労働条件の一層の悪化を防止し、法定労働条件の遵

守はもとより、賃金、労働時間等の労働条件に関し、群馬県全産業男性

労働者平均に引き上げることを目標とする。

・具体的には、賃金面では、平成２３年現在、群馬県のタクシー運転者で

２７２万円ある他産業平均賃金との格差を可能な限り縮めることを目標

とする。

・また、労働時間の面においても、平成２３年現在、群馬県のタクシー運

転者で月間２０時間ある他産業平均労働時間との格差を可能な限り縮め
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ることを目標とする。

・これらの目標に向けて努力していく過程において、有能な人材の確保が

可能となることで、安全・安心で良質なサービスの提供につながってい

くこととなる。

④安全性の維持・向上

・公共交通機関として「安全・安心で良質なサービスの提供」を行うため

には、安全性の維持・向上について不断の努力を行うことで社会的な信

頼をますます向上していく必要がある。

・具体的には、県内の主な主要駅等のタクシー乗り場における街頭指導の

実施、交通事故防止のための講習会の開催、運転者適性診断の受診の促

進及びこれを活用した運転者の教育の推進を行う。

・さらに、国土交通省の「事業用自動車総合安全プラン２００９」を確実

に実施するため、関東運輸局が主宰し、法人・個人事業者団体が参画す

る関東地域事業用自動車安全対策会議による「関東地域事業用自動車安

全施策実施目標」における事故削減のための対策に着実に取り組みつつ、

今後１０年間で死者数、人身事故件数をともに半減する目標（個人タク

シーは、死亡者数については年間ゼロを目指す。）を上回る改善率を目

標とする。

・また、法令による義務付け対象事業者となっていないタクシー車両数３

００両未満の事業者にあっても、「運輸安全マネジメント評価」の積極的

な導入により安全管理体制の強化に努めるものとする。

⑤観光への取り組み

・タクシーは個別輸送機関であり、主要ターミナル、空港等から地理不案内

な旅客を目的地まで適確に案内することができ、旅行者の荷物の負担を軽

減でき、必要に応じて観光スポット、飲食スポットに関する情報提供や乗

客のエスコートもすることができる。このような特性を活かして、特に高

齢者や外国人の旅行者には大きな利便を提供することが可能である。

・官民あげて、訪日外国人旅行者数を２０２０年初めまでに２，５００万人

とすることを念頭に、２０１６年までに１，８００万人にすることを目標

とする「観光立国」実現を目指す施策が展開されている中、「観光立国」

を担う公共交通機関の一員としてタクシーサービスの高度化を目指す。

・群馬県では、大型観光キャンペーンとして、２０１１年７月から９月に「群

馬ディスティネーションキャンペーン」がＪＲ６社、県内市町村、地元観

光関係者などと一体となって実施され、翌年の２０１２年７月から９月に

は、「ググっとぐんま観光キャンペーン」が実施された。これに伴い、タ
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クシー運転者のサービスレベルの向上、交通アクセスの利便向上等の施策

を図ってきたところであるが、今後も引き続きタクシー運転者のサービス

レベルの向上、交通アクセスの利便向上等の施策を図る。

⑥環境問題への貢献

・政府は、温室効果ガスの削減目標について、１９９０年度比で２０２０

年までにＣＯ２排出量を２５％削減することを目指すことを表明してい

る。こうしたことから、実車率の向上対策や効率的配車による無駄な走

行の削減、環境対応車の積極的な導入、エコドライブの実践等により、

政府目標の達成に貢献するよう引き続き取り組むこととする。

⑦防災・防犯対策への貢献

・タクシーの特性を活かし、地震等災害対策及び防犯等治安維持への協力

により、社会的貢献を推進する。

・具体的には、災害発生時に災害場所の通報を行う協定や「防災レポート

タクシー」の取り組みなど自治体や消防等との締結等にさらに取り組み、

防災対策を推進する。

・また、子供達の安全確保に資する「タクシーこども１１０番」や、まち

の防犯等に資する「１１０番協力タクシー」へのさらなる取り組みなどに

より、防犯対策を推進する。

⑧総合交通ネットワークの一員としての機能の向上

・各自治体では、通常、都市計画のなかに市民の交通手段としてバス、鉄

道等公共交通に関し位置づけているところであるが、タクシーに関しては、

その対象となっているケースは極めて少ないのが現状である。

・しかしながら、高齢化を支え子育て世代を支援しうる機能を有し、鉄道等

他の地域公共交通とのネットワークの一部であるタクシーに関して、各自

治体における認識を高め、都市計画等に位置づけられるようタクシーに関

わる業界、行政などの関係者は、関係自治体に対し、協議、働きかけを進

めることとする。

⑨供給過剰状態の解消

・現在の諸問題として、タクシーが供給過剰であることは否めない。平成

２１年１１月９日に第１回協議会において関東運輸局が公表した適正と考

えられる車両数は、３つのケースの実働率により、約３００両（実働率９

０％）、約３５０両（実働率８０％）、約３５０両（実働率７６％）であり、

これに基づくと平成２０年７月１１日の通達及び平成２１年７月１７日の
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通達（特定特別監視地域における増車抑制措置を実施）における基準車両

数４２８両と比べたとき、３つのケースの実働率（９０％、８０％、７６

％）により算定した適正と考えられる車両数に対して、約１８～３０％の

乖離がある。

・供給過剰状態の解消に取り組んだものの、平成２４年９月３０日現在、

車両数は、３６５両であり、適正と考えられる車両数の上限値と比べて

も１５両余りの差が認められ、本地域計画に示す適正と考えられる車両

数との乖離を解消するまでには至っていない現状にある。

・また、１．及び２．で述べたとおり、タクシーを取り巻く状況は大きく

変わるものではなく、本地域計画で示す約１８～３０％の乖離の解消に

向けて各事業者が取り組んでいくことが肝要であることから、本地域計

画における適正と考えられる車両数の見直しは行わず、引き続き当初の

適正と考えられる車両数及び諸般のタクシー問題の改善に向け供給過剰

状態の解消に努めるべきである。

・その結果として、タクシー１日１車当たりの運送収入の増加による経営

環境の改善により労働条件の改善、労働者の質の向上が図られるとともに、

タクシーに起因する事故の削減にも寄与する。また投資余力の発生による

新たな顧客サービス改善及び需要開拓等につながるなど、タクシーが公共

交通機関としての機能を向上させる効果が期待される。

・ただしその際には、タクシー運転者が職を失うことにつながらないよう

に留意する必要がある。

⑩その他

・県内は、自家用自動車の保有率が高く、自家用自動車による輸送分担率

が９０パーセントを超えている。

・一方、県内の地域によっては６５歳人口が５０パーセントを超えるなど

高齢化が進展し、生活交通の確保が大きな課題となっており、車いす移動

者等によるＳＴＳ（スペシャル・トランスポート・サービス）の需要が急

増している。

・このような地域特性を背景に、酔客に代わり自動車を運転する役務を提

供する運転代行サービスや地域の関係者が合意した場合にタクシーを補完

するものとして自家用自動車有償運送（ボランティア移送サービス等）が

提供されているが、利用者にとって安全・安心なものとして提供されるよ

う、違法行為の排除など適切な普及が求められている。

・タクシーは面的な輸送を行う公共交通機関であり、輸送の安全や利用者

利便において自家用自動車に対して優位性を有することから、これらサー

ビスからの転換を図ることを推進する。
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４．改正タクシー特措法施行後の地域計画の目標

平成２６年１月２７日付けで特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業

の適正化及び活性化 に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行された

ことを踏まえ、目標の一部を見直す。

・関係者の継続的な取り組みにより、「３．地域計画の目標」を更に深度化さ

せていくことが活性化を推進していくためには、必要不可欠である。

・特に「⑤観光立国実現に向けての取組み」では、平成26年6月に観光立国

推進閣僚 会議がとりまとめた「観光立国実現に向けたアクション・プロ

グラム2014」にお いて、2020年オリンピック・パラリンピック東京

大会の開催に向けて、訪日外国 人旅行者数2000万人の高みを目指すと

しており、今後、益々訪日外国人旅行者の 増加が見込まれている。

・こうした絶好の機会を捉え、関係者、特に事業者及び事業者団体は、202

0年に向けて、外国人旅行者に対する利便性向上のための対策を講じてい

くことが重要である。

・さらに群馬県においては、平成２６年６月に世界遺産に登録された、富岡

製糸場と絹産業遺産群等による観光需要の増加に伴う、2次交通の整備等

も重要な課題である。

・また、最近のタクシー業界を取り巻く状況としては、運転者確保問題によ

る実働率の低下が顕著に見受けられている。国土交通省においても自動車

局内にプロジェクトチームを設け、「自動車運送事業等における労働力確

保対策について」等の検討が なされ、平成26年7月にとりまとめられた

ところである。

・さらに平成27年1月23日に一部改正された「準特定地域における一般乗

用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置等の

実施について」に基づき、平成27年1月27日には、関東運輸局から群馬

県東毛交通圏の新たに適正と考えられる車両数が公表されたところであ

る。

・この公表によると適正と考えられる車両数の上限値については、実働率8

0％又は平成13年度値のいずれか低い数値、下限値については、実働率9

0％又は平成13年度値のいずれか高い数値により、２９４両（実働率8

0％）、２４８両（実働率90％）が示されたところである。

・これに基づき平成26年度末の車両数３２４両からすると実働率（80％、

90％）により算定した適正と考えられる車両数に対して、それぞれ９．
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２％、２３．４ ％の乖離があり、上限値と比べても３０両の差が認め

られることから、各事業者においては、本協議会等における今後の適正化

のあり方についての議論を踏まえ、適正化の取り組みを推進していく必要

がある。加えて、関係者は更なる活性化に向け、積極的に取り組むことが

重要である。

５．地域計画の目標を達成するために行う活性化事業その他の事業

及びその実施主体に関する事項

３．及び４．に掲げた目標を達成、実現するために、タクシー事業者が

主体となって取り組むべき活性化事業及びその他関係者が取り組むその他

の事業に関する各項目を、以下に列記する。

活性化事業計画に関しては、地域計画に賛同したタクシー事業者が、単

独又は共同して行おうとする活性化事業を以下の各項目から積極的になる

べく多く選択し、記載された実施期間内に取り組むものとする。

その他の事業に関しては、それぞれ実施主体とされた者が実施期間を勘案

し、事業を行うものとする。

また、活性化事業がより多くの事業者によって取り組まれ、目標の早期

達成を図るため、積極的に取り組むタクシー事業者を支援する方策を関係

者で検討することが必要である。

実施期間としては短期・中期としているが、短期については１年以内、

中期については指定期間内を目安として取り組むこととする。

①タクシーサービスの活性化と良質なサービスが選ばれる環境づくり

【活性化事業】

○各社でＷＥＢサイトを開設し、利用者に情報を発信

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○ホームヘルパー等の資格保有者の育成を図り、運転者に研修を受講さ

せ福祉輸送の体制整備

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○運転者等に対し、マナーアップや安全運転の講習会を開催

実施主体：タクシー事業者、法人協会

実施時期：短期

○ハイグレード車による完全手動ドアサービスの実施
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実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○デジタル無線、ＧＰＳ－ＡＶＭの導入による共同無線の実施

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○ナンバーディスプレイ表示による無線配車の効率化

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○利用者の苦情や問い合わせ窓口の整備

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○タクシーの救援事業の推進

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○運転免許証返納者に対する割引運賃の導入

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○ポイントカードの導入

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○県内から羽田空港等への定額タクシーの導入

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○自社乗り場の設置・運営

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○チャイルドシートの導入

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○福祉タクシー及び介護タクシーの運行

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○ドライブレコーダーやカーナビ車両を導入

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○近距離客を歓迎する運転者教育と気軽な利用を呼びかける利用者への

ＰＲ
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実施主体：タクシー事業者、法人協会

実施時期：短期

○運転者に対する救命講習の受講

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

○デジタル式ＧＰＳ－ＡＶＭの導入による効率的な無線配車

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

○電子マネー、クレジットカード、ＩＣカード等の決済器の導入とＥＴ

Ｃやカーナビの導入

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

○福祉タクシーの普及

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

○学校等に対して生徒送迎に向けたＰＲ（営業）

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

○協会のＷＥＢサイトを利用し「タクシー利用者の声」が届くシステム

作りの構築

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

○モバイル配車サービスの導入

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期・中期

○ユニバーサルデザインタクシーの導入促進

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

○ユニバーサルドライバー研修の受講の促進

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

【その他の事業】

○自治体に対して催事やイベント情報の発信を要請し、配車を円滑化

実施主体等：自治体、タクシー事業者

実施時期：短期

○駅前の乗り場等に目的地までの地図、概算運賃を掲出

実施主体等：自治体、タクシー事業者、鉄道事業者
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実施時期：短期

○乗り場の整備と乗り場を示す「案内板」「時刻表」の設置

実施主体等：自治体、タクシー事業者、鉄道事業者

実施時期：短期

○駅前における乗り場待機列のルール化（二列縦列等）

実施主体等：自治体、群馬県警察、タクシー事業者、鉄道事業者

実施時期：中期

○主要ターミナル駅等におけるタクシー乗り場への誘導案内表示への誘

導

実施主体等：鉄道事業者、法人協会、タクシー事業者

実施時期：中期

②事業経営の活性化、効率化

【活性化事業】

○ホームヘルパー等の資格保有者の育成を図り、乗務員に研修を受講さ

せ福祉輸送の体制整備（再掲）

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○苦情記録簿や遺失物台帳の整備

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○電車、バスのダイヤに合わせタクシーを分散化し、配車効率を向上

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○デジタル無線、ＧＰＳ－ＡＶＭの導入による共同無線の検討（再掲）

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○ナンバーディスプレイ表示による無線配車の効率化（再掲）

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○デジタル式ＧＰＳ－ＡＶＭの導入による効率的な無線配車（再掲）

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

③タクシー運転者の労働条件の悪化の防止、改善・向上

【活性化事業】

○ドライブレコーダーやカーナビ車両を導入（再掲）
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実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○再雇用制度の導入、定年の延長

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○運転者の勤務シフトの見直し

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○嘱託・定時制運転者の上限年齢制の導入

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○健康診断の充実

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○仮眠室、休憩室等の福利厚生施設の充実

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○女性が働きやすいように職場環境を整備

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○賃金制度の見直し

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

○日勤勤務者（一車一人）から勤務シフト制への転換等による労働時間

の改善

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

○防犯カメラの導入

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

④安全性の維持・向上

【活性化事業】

○ドライブレコーダーやカーナビ車両を導入（再掲）

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○運転者等に対し、マナーアップや安全運転の講習会を開催（再掲）
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実施主体：タクシー事業者、法人協会

実施時期：短期

⑤観光への取り組み

【活性化事業】

○各社でＷＥＢサイトを開設し、利用者に情報を発信（再掲）

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○観光ルート別運賃及び観光コースの設定

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○観光タクシーの拡充

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

【その他の事業】

○二次交通として主要駅からの交通インフラを整備

実施主体等：自治体、タクシー事業者、バス事業者、鉄道事業者

実施時期：短期

⑥環境問題への貢献

【活性化事業】

○タクシー乗り場及び周辺における美化の推進

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○エコカー（アイドリングストップ車）の導入

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○低公害車の導入の推進

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○ＩＳＯの認証取得

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○グリーン経営認証の取得

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期
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○アイドリングストップ運動の推進

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○ハイブリット車、ＥＶ車等低公害車の導入促進

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

⑦防災・防犯対策への貢献

【活性化事業】

○防犯カメラの導入（再掲）

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

【その他の事業】

○防犯訓練の実施

実施主体等：群馬県警察、タクシー事業者

実施時期：短期

○コンビニエンスストアとの連携による防犯協力体制の構築

実施主体等：商店等、群馬県警察、タクシー事業者

実施時期：短期

○警察と連携し、防犯カメラ及びドライブレコーダーを活用した防犯対

策を強化

実施主体等：群馬県警察、タクシー事業者

実施時期：短期

○大型店舗や団地等の駐車場における防犯パトロールの実施

実施主体等：商店等、自治会等、群馬県警察、タクシー事業者

実施時期：中期

○警察や学校との連携による通学児童の安全見届け

実施主体等：群馬県警察、教育委員会、タクシー事業者

実施時期：中期

○「こども１１０番」の普及・促進

実施主体等：タクシー事業者、法人協会、群馬県警察

実施時期：短期

○「１１０番協力タクシー」の普及・促進

実施主体等：タクシー事業者、法人協会、群馬県警察

実施時期：短期

⑧総合交通ネットワークの一員としての機能の向上
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【活性化事業】

○無線や時刻表を活用し、バスとの乗り継ぎを円滑化

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○運転者に時刻表を携帯させ、利用者からの要望に備え電車等の乗り継

ぎのための情報提供

実施主体：タクシー事業者

実施時期：短期

○電子マネー、クレジットカード、ＩＣカード等の決済器の導入とＥＴ

Ｃやカーナビの導入

実施主体：タクシー事業者

実施時期：中期

【その他の事業】

○自治体の都市計画、交通計画における公共交通機関としてのタクシー

の役割に関する協議の推進

実施主体等：法人協会、タクシー事業者、運輸局

実施時期：中期

(注)その他の事業における「実施主体等」とは実施主体ならびに協力者を

意味し、協力者とは事業の実施を多面的に支援する立場の者を指す。

これらの具体的な分担に関しては個別の事案ごとに協議するものとす

る。

◇活性化事業計画を進めるに当たって留意すべき事項

これまでの分析から明らかなように、タクシーが公共交通として健全に

機能し、３．及び４．に掲げた各目標を着実に実現させるためには、諸問

題の根幹にある需給のアンバランスの解消、つまり供給過剰状態を解消す

ることが必要である。

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化

及び活性化に関する特別措置法では、活性化事業計画には、活性化事業と

相まってタクシー事業者の供給輸送力の削減等の事業再構築について定め

ることができることが規定されている。また、同法に基づく基本方針には

「事業再構築は、準特定地域計画に位置付けられた活性化事業の実施と相

まってタクシー事業の適正化及び活性化の推進に資するものであり、活性

化事業の効果を高めるのに有効であると判断される場合には、タクシー事

業者は積極的に事業再構築に取り組むことが望ましい。特に、地域におけ
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るタクシーの需給バランスを改善するためには、需要の減少に歯止めをか

け、あるいは新たな需要を開拓するのみならず、供給輸送力を減少させる

ことも必要である。このため、適正な競争が確保されること及び利用者の

利益が損なわれないことを前提として、本法の枠組みも最大限に活用しつ

つ、単独又は複数のタクシー事業者による自主的かつ協調的な減車や休車

を推進することが期待される」と示されているところである。

以上の趣旨を踏まえて、タクシー事業者は積極的に活性化事業計画と相

まった減車等の事業再構築についても検討し、活性化事業を進めることが

必要不可欠である。

なお、活性化事業計画がタクシー事業者によって取り組まれ、群馬県東

毛交通圏のタクシー市場が適正化されるためには、タクシー事業者の経営

行動に影響を与え得る主体（行政、自治体、公共施設管理者等）の協力が

不可欠である。これらの主体が本地域計画の趣旨を十分理解し必要な行動

を実施することについて、本協議会は協力を要請するものである。

以上


